
改正農地法の概要

（農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、農業協同組合法）

○ 目的について 農地が地域における貴重な資源であること 農地を効率的に利

農地を最大限に有効利用
これ以上の農地の減少を
食い止め、 農地を確保

○ 目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利
用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確
化。

○ 農地について権利を有する者の責務として、「農地の適正かつ効率的な利用を
確保しなければならない」旨を明確化。

「地域と 調和 件 農地 農業 効率的 総合的な 確保

農地法の目的
等の見直し

農用地区域内農地の確保

○ 効率的かつ安定的な農業経

営を営む者により利用されてい

る農地等は、農用地区域からの

○ 「地域との調和要件」（周辺の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に
支障を生ずるおそれがないこと）を創設。

○ 「下限面積要件」（権利取得後の面積が原則都府県50a（北海道2ha）以上 ）の
特例措置を一定の基準に従い定められる主体を都道府県知事から農業委員会
に変更。

農地の権利取
得に係る許可
要件の見直し

除外を認めない。
○ 農業生産法人以外の法人による農地の借入れを可能に。（業務執行役員のう
ち一人以上の者がその法人の農業に常時従事すること等の一定の要件が必要）

○ 事後において、勧告、許可の取消し等の措置を創設。

○ 農地の貸借期間の上限を20年から50年間に延長。

農地の貸借
規制の見直し

○ 農業生産法人への加工業者等からの出資制限について、一定の者について緩
和（4分の1以下→2分の1未満）。

○ 農協による農業経営は、従来、組合員との関係で制限していたが、組合員の合
意で貸借により可能に。

農業生産法人
要件の見直し

農地転用規制の厳格化

○ 病院、学校等の公共施設へ

の転用についても、許可不要か

ら協議制へ

○ 違反転用に対する罰則を強
化 (法人 万円 億円)

○ 市町村の判断に基づく対策を改め、市街化区域の農地も含めた全ての遊休農

○ 市町村段階の面的集積組織（農地利用集積円滑化団体）が委任を受けて、所
有者に代理して農地を貸し付ける仕組みの創設。

農地の面的
集積の推進

化 (法人：300万円→１億円)
○ 市町村の判断に基づく対策を改め、市街化区域の農地も含めた全ての遊休農
地に対象を拡大。

○ 遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手続きを農業委員会
が一貫して実施。所有者が分からない遊休農地についても知事の裁定で公社等
が利用できるよう措置。

１

遊休農地対策
の強化



○ 目的に いて 農地が地域における貴重な資源であること 農地を効率的に利用する耕作者による地域との

農地法の目的の改正について

○ 目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する耕作者による地域との
調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化。

○ 農地について権利を有する者の責務として、「農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を
明確化。明確化。

（目的）

改正農地法の目的 責務規定の新設

（目的）

第１条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来にお

ける国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源で

あることにかんがみ 耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重

（農地について権利を有する者の
責務）

あることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重

要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとと

もに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地

についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農

第２条の２ 農地について所有権
又は賃借権その他の使用及び
収益を目的とする権利を有す
る者は、当該農地の農業上の

地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地

位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定

供給の確保に資することを目的とする。

る者は、当該農地の農業上の
適正かつ効率的な利用を確保
するようにしなければならな
い。

（参考）改正前農地法の目的

（この法律の目的）

第１条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると第１条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると

認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農

業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安

定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
２



農地の権利を取得する仕組み等について

貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は 貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能
原則自由に農地を取得し参入可能

すべてを効率的に利用すること 貸借契約に解除条件を付す

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を

持っていること

適正に農地を利用していないときは契約を解除する旨を

明文化

一定の面積を経営 地域における適切な役割分担

集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動へ

の参画など

定の面積を経営

農 障が

地域における適切な役割分担

役 農業 常時従事

原則（都府県：50a、北海道：2ha）にかかわらず、地域の

実情に応じ、自由に設定可能

水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われて

いる地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

地域の調整役として責任を持って対応できる者が、農業

（マーケティング等経営や企画に関するものも含む）に参画

周辺の農業に支障がない 役員のうち１人は農業に常時従事

農地を所有して参入することは、法人でも一定の要件を満たせば可能（農業生産法人）

譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・

合同会社

・農業関係者が総議決権の原則として４分の３以上を占めること

・加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の２分の１未満

構成員法人形態

主たる事業が農業（売上高の過半）

まで可能。

役員の過半が農業の常時従事者であること等

役員事業内容

３



農地の権利取得に係る許可要件の見直しについて

○ 全国の約６割で地域の実情に応じて独自に面積を設定しているところ。○ 全国の約６割で地域の実情に応じて独自に面積を設定しているところ。

○ その他の地域においても、その地域の平均的な規模、遊休農地の状況等を考慮。

設定状況 面積別の設定状況

540600
（農業委員会数）

農業委員会数合計
1,755

（100％）

540
（40%）

500

600

独自の面積を設定している
1,034

（59％） 193

298
（22%）

304
（23%）300

400

（59％）

独自の面積を設定していない
721

193
（14%）

100

200

独自の面積を設定していない
（41％）

注 農業委員会数には 農業委員会を設置していない市町村を含む

資料：農林水産省経営局調べ（平成23年４月末現在）

0

100

～10a ～20a ～30a ～40a
注：農業委員会数には、農業委員会を設置していない市町村を含む。

資料：農林水産省経営局調べ（平成23年４月末現在）
注１：複数の面積を設定している場合があるため、農業委員会数には重複がある。
注２：北海道を除く。
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法人が農業に参入する場合の要件について

１．法人形態要件 株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合
名会社、合資会社、合同会社

一般法人の参入要件 農業生産法人の参入要件

○ 農地の権利を取得するための基本的な要件等を満た

２．事業要件 主たる事業が農業（農産物の加工・販売等の関連
事業を含む。）〔売上高が過半〕

３．構成員要件

・農業の常時従事者

せば、相対で貸借が可能。また、参入区域制限はなし。

貸借契約に解除条件が付されていること ・農業の常時従事者
・農地の権利提供者
・基幹的な農作業を委託している農家
・農地保有合理化法人
・地方公共団体
農業協同組合、農業協同組合連合会

農業関係者

総議決権の４
分の３以上

貸借契約に解除条件が付されていること

解除条件の内容

農地を適切に利用しない場合に契約を解除す

〈特例〉
・法人から物資の供給等を受ける者又は
法人の事業の円滑化に寄与する者

総議決権の
４分の１以下地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

ること

・農業経営基盤強化促進法
に基づく農業経営改善計画
について市町村の認定を受
けた場合、

農家・他の農業生産法人－
制限なし

農外の者－総議決権の２分
未満

４．役員要件

法人の事業の円滑化 寄与する者
（例）・他の農業生産法人

・スーパー、外食産業 等

農業関係者
以外

役割分担の内容

集落での話し合いへの参加、農道や水路の維
持活動への参画など

の１未満

・農商工連携事業者等一定
の関連事業者は総議決権の
２分の１未満

①役員の過半が農業の常時従事者（原則年間
１５０日以上）である構成員であること。

役員全体の過半

業務執行役員が１人以上農業に常時従事すること

「農業」の内容
過半の過半

② ①のうち過半の者が農作業に従事
（原則年間６０日以上）すること。

５

「農業」の内容

農作業に限られず、マーケティング等経営や企
画に関するもの



一般法人の農業参入について

○ 改正農地法の施行後約２年で新たに６７７法人が参入（平成２３年１２月末）。

参入法人数の推移 営農作物・業務形態別の参入法人数

（改正農地法の施行前は約６年半で４３６法人が参入（平成２１年１２月末））

800

（法人）
営農作物別

その他56法人(8％）

果樹
63法人（9％）

134600

700 NPO法人等

特例有限会社

株式会社
５２７

野菜
338法人（50％）

63法人（9％）

参入法人
（677法人）

複合
97法人（14％）

６７７

５９９

90

99

108

81

96

118

400

500
株式会社

３６４※
（２９２） 業務形態別

４０４ 米麦等 123法人（18％）

２７４※

258

341
382

435
49 52

65

23

46
54

200

300
（２９２）

食品関連産業
156法人（23％）その他

244法人（36％）

参入法人

業務形態別※
（２７１）

１７５※
（１４４）

６１※

41
95

176 186

6

26

4

0

100

H22.3 H22.6 H22.9 H22.12 H23.3 H23.6 H23.9 H23.12

参入法人
（677法人） 建設業

102法人（15％）

その他卸売・小売業
40法人（6％）

（５１）

資料：農林水産省経営局調べ

農業・畜産業 98法人（14％）

資料：農林水産省経営局調べ（平成23年12月末現在）

製造業37法人（5％）

※平成22年12月以前のデータについては、各県からの追加報告をH23.2のＨＰ更新にあわせ反映。
（カッコ内は、H23.2のＨＰ更新前に公表していた各県追加報告反映前の数値）
なお、平成22年12月末時点において、旧制度に基づき参入した法人で営農を継続している法人

数は４１５となっている。

６



農業生産法人の農業参入について

設立日 ： 平成20年8月

農業生産法人の推移 大手スーパーⅠによる農業生産法人設立の例

設立日 ： 平成20年8月

農場面積 ： 約5ha（設立当初の2.5倍）

栽培品目 ： 大根、ブロッコリー、人参等11,829 12,052
12 000

14,000

（法人数）

収穫量 ： 約600トン（平成21年度計）

販売先 ： Ｉの店舗

株主構成 ： 74.1％（ JA、JA組合員）

1,696 2,135

7 904

10,000

12,000

←株式会社

株主構成 ： 74.1％（ JA、JA組合員）

： 25.9％（ 大手スーパーⅠ ）

これまでの経緯

6,907 6,572 

120

5,889

7,904

6,000

8,000

←有限会社

○ 企業の社会的責任（CSR）活動の一環として、地域
農業の活性化等を目的に、JA等との共同出資により
設立。

23 27
41

170 191

1,569 2,001 
2,167 2,797 

4,366 

5,961 

2,740
3,179

3,816 4,150

2,000

4,000
←合名・合資

・合同会社

○ 店舗で発生した食品残さを堆肥化し、農場の肥料と
して活用。また、そこで収穫した野菜を当該店舗で販
売するといった循環型農業の取組が行われている。

1,144 1,157 1,626 1,335 1,496 1,782 
3,056 3,154 

27 21
23 18 27

0
昭和45

年

55年 平成２

年

７年 12年 17年 22年 23年

←農事組合
法人

資料：農林水産省経営局調べ（各年１月１日現在） ○ 21年度は通期で黒字化を達成。

注：平成22年以降の有限会社は特例有限会社の法人数である。

７



○ 市町村段階の面的集積組織（農地利用集積円滑化団体）が委任を受けて 所有者に代理して農地を貸し付

農地の面的集積の推進について

○ 市町村段階の面的集積組織（農地利用集積円滑化団体）が委任を受けて、所有者に代理して農地を貸し付
ける仕組みを創設。

○ 農地利用集積円滑化事業については、約９割の市町村で実施主体が決定。

農地利用集積円滑化事業の仕組み 農地利用集積円滑化事業実施市町村数
（基本構想策定市町村数１，６２７）

＜改正農地法で農地の仲介の仕組みを創設＞

108
（7%）

農地利用集積
円滑化団体

＜改正農地法で農地の仲介の仕組みを創設＞

農地
所有者

意
欲
あ

一元的に
協議・調整

代理権

その他

市町村
農業公社
農協 等

あ
る
農
業
者

代理権の
付与

農地
所有者

農地
所有者

所有者に代
理して貸付等

1519
（93%）・ 多数の農地所有者と交渉しなくても 円滑化団体と協議すれば規模拡

委 任

（円滑化団体が調整するメリット）

実施主体が決定済み

（93%）・ 多数の農地所有者と交渉しなくても、円滑化団体と協議すれば規模拡
大・面的集積を実現できる。

・ 公的機関が調整することにより、近所の農家には貸したくないなどの心
理的抵抗感や軋轢を緩和することができる。

・ 自ら受け手を探せない者の農地を耕作放棄化させず、確実に受け手に

８

資料：農林水産省経営局調べ（平成23年12月末現在）

農 耕 放 、 実
つなげることができる。



遊休農地対策について

○ 遊休農地の所有者等に対する指導 通知 勧告といった手続きを農業委員会が 貫して実施 その上で 当該所○ 遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手続きを農業委員会が一貫して実施。その上で、当該所
有者等が勧告に従わない場合には、最終的に都道府県知事が裁定を行い、農地保有合理化法人等が利用権を設
定できるよう措置。
（また、所有者が分からない遊休農地については、知事の裁定で農地保有合理化法人等が利用できるよう措置。）

毎年１回、農地 指導の実施

所有者等による利用計画の届出

毎年１回、農地

の利用状況を調査

指導の実施

・1年以上耕作されていない

遊休農地で
ある旨の通知

必要な措置
の 勧 告農地所有者等に対して、

①自ら耕作するか

遊休農地

1年以上耕作されていない
・今後も耕作される見込みがない

周辺地域の農地の栽培方法と比
較して 著しく劣っている農地

相当期間耕作
されない

仮登記を理由に
指導に従わない

内容が不適切

届出がない

①自ら耕作するか

②誰かに貸し付けるか

等を指導

較して、著しく劣っている農地

指導できない
行動しない

病害虫の発生等により、緊急に対応する必要がある場合

所有権の移転等の協議（利用希望者←→所有者等）
▼

協議 合 都道府 知事 停

都道府県知事の裁定

最終的には
都道府県知事の裁定

市町村長による支障の除去等の措置命令又は代執行

協議不調の場合における都道府県知事の調停

９



優良農地の確保について

○ 農業振興地域制度について、優良農地の確保を図るための仕組みを充実させるとともに、農用地区域から
の除外を厳格化。

○ 農地転用許可制度について、公共転用の法定協議制を導入のほか、違反転用の罰則強化等の農地転用
規制を厳格化規制を厳格化。

農地転用規制の厳格化

〔農地法〕

確保すべき農用地面積の目標

〔農業振興地域の整備に関する法律（農振法）〕

農地転用規制の厳格化

【現 行】 国又は都道府県が公共施設の設置をするための農地転
用については、許可不要のため、施設の周辺において無
秩序なかい廃を誘発

確保すべき農用地面積の目標

【現 行】 国及び都道府県において、確保すべき農用地面積の目
標を定め、その達成を図るための規定がない

【改正後】 学校、病院等の公共施設への転用について、法定協議制
を導入

【改正後】 国の「基本指針」及び都道府県の「基本方針」の各々に
確保すべき農用地面積の目標を記載することを法律上
明記し、毎年、達成状況を公表するとともに、不十分な
都道府県に対し国が是正の要求

違反転用に対する罰則強化

事項
現 行 改正後

法人 個人 法人 個人

※ 下線部が今回改正部分

【現 行】集団農地の縁辺部にある農地であれば、効率的かつ安
定的な農業経営を営む者により現に利用集積され 又

農用地区域からの除外の厳格化

法人 個人 法人 個人

違反転用 罰金
300万円
以下

300万円
以下

1億円
以下

300万円
以下

懲役 － 3年以下 － 3年以下

違反転用に 罰金
30万円 30万円 1億円 300万円

定的な農業経営を営む者により現に利用集積され、又
はこれから利用集積されることが見込まれるものであっ
ても、除外が可能

【改正後】農用地区域内の農地について、効率的かつ安定的な農

１０

違反転用に
おける原状
回復命令
違反

罰金
以下 以下 以下 以下

懲役 －
6ヶ月以

下
－ 3年以下

【改 後】農用地区域内の農地について、効率的かつ安定的な農
業経営を営む者に対する利用の集積に支障を及ぼすお
それがある場合について、除外を厳格化


